
今
月
の
納
税
（
12
月
）

●
国
民
健
康
保
険
税
︱
第
７

期
分

●
固
定
資
産
税
︱
第
３
期
分

納
期
限
は
12
月
25
日
（
火
）

で
す
。
納
期
限
を
過
ぎ
る
と

督
促
状
を
送
付
し
ま
す
。
督

促
手
数
料
は
１
通
に
つ
き

１
０
０
円
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
税
務

住
民
課
収
納
係
ま
で

今
月
の
納
付
（
12
月
）

●
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
︱

第
６
期
分

納
期
限
は
12
月
25
日
（
火
）

で
す
。
納
期
限
を
過
ぎ
る
と

督
促
状
を
送
付
し
ま
す
。
督

促
手
数
料
は
１
通
に
つ
き

１
０
０
円
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
公
費
医
療
係
ま
で

税
・
保
険
料
の
納
付
は

安
心
・
便
利
で
確
実
な

口
座
振
替
で

個
人
が
納

め
る
町
税
や
保

険
料
は
、
口
座

振
替
に
す
る
と

金
融
機
関
へ
行

く
手
間
が
い
ら

ず
、
納
め
忘
れ

も
な
く
て
安
心
で
す
。
毎
月

15
日
ま
で
に
手
続
き
を
す
れ

ば
翌
月
か
ら
口
座
振
替
が
で

き
ま
す
。
申
込
用
紙
は
町
内

の
金
融
機
関
や
役
場
税
務
住

民
課
、
保
険
健
康
課
に
あ
り

ま
す
。

●
必
要
な
も
の　

納
税
通
知

書
、
通
帳
、
通
帳
登
録
印

●
取
引
金
融
機
関　

直
鞍
農

協
、福
岡
ひ
び
き
信
用
金
庫
、

福
岡
銀
行
、
西
日
本
シ
テ
ィ

銀
行
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

●
振
替
日　

毎
月
25
日
（
金

融
機
関
が
休
み
の
場
合
は

次
の
営
業
日
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
税
務

住
民
課
収
納
係
、
保
険
健

康
課
公
費
医
療
係
ま
で

ス
ト
ッ
プ
滞
納
�

県
下
一
斉
徴
収
強
化
月
間

町
で
は
、
福
岡
県
及
び
県

内
市
町
村
と
連
携
し
、
個
人

住
民
税
を
は
じ
め
と
す
る
地

方
税
の
徴
収
率
の
向
上
と
滞

納
の
縮
減
を
図
る
た
め
、
11
・

12
月
を
「
県
下
一
斉
徴
収
強

化
月
間
」
と
位
置
づ
け
、
県

下
一
斉
に
広
報
に
よ
る
納
税

推
進
、
滞
納
者
に
対
す
る
催

告
の
強
化
、
差
押
、
捜
索
等

の
滞
納
処
分
の
強
化
な
ど

様
々
な
徴
収
対
策
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。
こ
の
機
会
に
、

納
め
忘
れ
の
税
金
が
な
い
か

確
認
し
ま
し
ょ
う
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
税
務

住
民
課
収
納
係
ま
で

今
月
の
補
聴
器
相
談
日

12
月
の
補
聴
器
相
談
が
次

の
と
お
り
行
わ
れ
ま
す
。

●
役
場
で
の
相
談　

▽
と
き

＝
12
月
７
日
（
金
）
午
後

１
時
か
ら
２
時
ま
で
（
九

州
補
聴
器
セ
ン
タ
ー
）
▽

と
き
＝
12
月
13
日
（
木
）

午
前
11
時
か
ら
正
午
ま
で

（
九
州
リ
オ
ン
）
▽
と
き
＝

12
月
26
日
（
水
）
午
後
１

時
か
ら
２
時
ま
で
（
小
倉

補
聴
器
）

　

役
場
で
の
相
談
は
、受
付
順

の
番
号
札
を
配
布
し
ま
す
。

●
く
ら
て
病
院
で
の
相
談
　

▽
と
き
＝
12
月
６
日
（
木
）

午
後
２
時
か
ら
５
時
ま
で

（
九
州
リ
オ
ン
）
▽
と
き
＝

12
月
25
日
（
火
）
午
後
２

時
か
ら
４
時
30
分
ま
で（
九

州
補
聴
器
セ
ン
タ
ー
）
▽

と
き
＝
12
月
27
日
（
木
）

午
後
２
時
か
ら
５
時
ま
で

（
池
田
補
聴
器
）

●
問
い
合
わ
せ
　
役
場
福
祉

人
権
課
福
祉
係
ま
た
は
く

ら
て
病
院
ま
で

社
会
福
祉
協
議
会
の

無
料
法
律
相
談

野
中
・
西
村
法
律
事
務
所

の
弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律

相
談
が
行
わ
れ
ま
す
。
受
付

は
７
人
ま
で
で
す
。

●
と
き　

12
月
10
日
（
月
）

▽
受
付
（
順
番
の
抽
選
）

＝
午
後
０
時
45
分
か
ら
▽

相
談
＝
午
後
１
時
か
ら
４

時
ま
で

●
と
こ
ろ
　
く
ら
じ
の
郷

●
問
い
合
わ
せ
　
社
会
福
祉

協
議
会
ま
で

一
人
で
悩
む
前
に


心
配
ご
と
相
談
へ
ど
う
ぞ

直
方
法
務
局
の
職
員
、
人

権
擁
護
委
員
、
行
政
相
談
委

員
の
皆
さ
ん
が
、
あ
な
た
の

悩
み
に
お
こ
た
え
し
ま
す
。

●
と
き　

12
月
20
日
（
木
）

▽
受
付
＝
午
後
０
時
45
分

か
ら
▽
相
談
＝
午
後
１
時

か
ら
３
時
ま
で

●
と
こ
ろ
　
く
ら
じ
の
郷

●
問
い
合
わ
せ
　
社
会
福
祉

協
議
会
ま
で

人
権
に
関
す
る
お
悩
み
は

無
料
電
話
相
談
へ
ど
う
ぞ

12
月
４
日
か
ら
10
日
は
、

第
70
回
人
権
週
間
で
す
。
こ

れ
に
合
わ
せ
て
福
岡
法
務
局

及
び
福
岡
県
人
権
擁
護
委
員

2018.12−14

税
等

日 月 火 水 木 金 土
１

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
９ 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23
30

24
31 25 26 27 28 29

●鞍手町役場…42局2111番
　　　（FAX…42局5693番）

●中央公民館…42局7200番
●教育課…42局7200番

●歴史民俗博物館…42局3200番
●くらじの郷…42局8811番

●社会福祉協議会…42局7800番
●地域包括支援センター…43局3019番

●上下水道課…42局0408番
●中央浄水場…42局0417番
●くらて病院…42局1231番
●鞍寿の里…42局1233番
●鞍手駅…42局0980番

●火災の発生状況…32局3211番

☎ 問い合わせ先 ☎

く
ら
しの
情
報

Calendar
2018 12

相
談

24
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くらしの情報

連
合
会
で
は
、
次
の
と
お
り

県
内
一
斉
無
料
電
話
相
談
を

実
施
し
ま
す
。
家
庭
内
の
も

め
ご
と
や
隣
近
所
と
の
ト
ラ

ブ
ル
、
い
じ
め
や
差
別
な
ど

悩
み
や
困
り
ご
と
が
あ
っ
た

ら
、
ど
ん
な
さ
さ
い
な
こ
と

で
も
一
人
で
悩
ま
ず
お
電
話

く
だ
さ
い
。
人
権
擁
護
委
員

と
法
務
局
職
員
が
無
料
で
相

談
に
応
じ
ま
す
。
秘
密
は
厳

守
さ
れ
ま
す
の
で
、
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
と
き　

12
月
１
日
（
土
）
午

前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

●
相
談　

☎
（
０
１
２
０
）

３
０
７
局
４
０
５
番
ま
で

養
育
費
に
関
す
る
相
談
は

養
育
費
１
１
０
番
へ

ひ
と
り
親
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
で
は
、
養
育
費
に
関
す

る
相
談
に
対
応
す
る
た
め
、

弁
護
士
に
よ
る
集
中
電
話
相

談
「
養
育
費
１
１
０
番
」
を

行
い
ま
す
。
相
談
は
匿
名
で

も
受
け
付
け
ま
す
の
で
、
お

気
軽
に
お
電
話
く
だ
さ
い
。

●
と
き　

12
月
22
日
（
土
）
午

前
10
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

●
相
談　

☎
（
０
９
２
）
７

２
４
局
２
６
４
４
番
ま
で

●
問
い
合
わ
せ　

ひ
と
り
親

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
☎（
０

９
２
）
５
８
４
局
３
９
３

１
番
ま
で

直
鞍
ビ
ジ
ネ
ス

支
援
セ
ン
タ
ー

出
張
相
談
会
を
行
い
ま
す

直
鞍
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
セ
ン

タ
ー
「N

-biz

（
エ
ヌ
ビ
ズ
）」

は
直
方
市
が
設
置
し
て
い
る

無
料
の
経
営
相
談
所
で
す
。

直
鞍
地
区
で
が
ん
ば
る
商
店
、

個
人
事
業
主
や
中
小
企
業
、

こ
れ
か
ら
創
業
を
し
よ
う
と

考
え
て
い
る
人
の
「
起
業
し

た
い
」「
売
上
を
上
げ
る
た
め

に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
？
」

な
ど
の
お
悩
み
を
お
聞
か
せ

く
だ
さ
い
。
個
別
相
談
に
よ

る
『
知
恵
出
し
』
で
あ
ら
ゆ

る
事
業
の
相
談
に
お
こ
た
え

し
ま
す
（
１
組
約
１
時
間
）。

●
と
き　

12
月
20
日
（
木
）

午
前
９
時
か
ら
（
事
前
予

約
制
（
先
着
７
組
））

●
と
こ
ろ　

く
ら
て
学
園　

休
憩
室（
旧
鞍
手
南
中
学
校
）

●
問
い
合
わ
せ
　
直
鞍
ビ
ジ

ネ
ス
支
援
セ
ン
タ
ー
☎

２
８
局
７
０
８
１
番
ま
で

12
月
定
例
町
議
会
を

傍
聴
し
て
み
ま
せ
ん
か

鞍
手
町
議
会
12
月
定
例
会

を
開
会
し
ま
す
。
一
般
質
問

と
議
案
質
疑
の
日
程
（
予
定
）

は
次
の
と
お
り
で
す
。
開
会

時
間
は
午
後
１
時
、
受
付
時

間
は
正
午
か
ら
。
傍
聴
の
定

員
は
30
人
で
す
。

●
一
般
質
問
　
12
月
10
日

（
月
）、
11
日
（
火
）。
た
だ

し
、
一
般
質
問
が
10
日
で

終
了
す
れ
ば
11
日
は
休
会

と
な
り
ま
す
。
ま
た
、一
般

質
問
は
手
話
通
訳
に
よ
る

傍
聴
が
で
き
ま
す
。

●
議
案
質
疑　

12
月
12
日（
水
）

●
問
い
合
わ
せ　

鞍
手
町
議

会
事
務
局
（
役
場
内
）
ま
で

く
ら
じ
の
郷

ふ
れ
あ
い
棟
の
休
館
日

く
ら
じ
の
郷
の
勤
労
者
ふ

れ
あ
い
棟
（
体
育
館
）
の
12

月
の
休
館
日
は
、
次
の
と
お

り
で
す
。

●
休
館
日　

３
日
（
月
）、
10

日
（
月
）、
16
日
（
日
）、

17
日
（
月
）、
24
日
（
月
・

振
休
）

●
年
末
年
始
の
休
館
日　

12

月
29
日
（
土
）
か
ら
平
成

31
年
１
月
３
日
（
木
）
ま
で

●
問
い
合
わ
せ　

社
会
福
祉

協
議
会
ま
で

く
ら
じ
の
郷
旧
福
祉
棟

入
館
回
数
券
の
払
戻
し
は

お
済
み
で
す
か

く
ら
じ
の
郷
（
総
合
福
祉

セ
ン
タ
ー
）
福
祉
棟
の
廃
止
に

伴
い
、
次
の
と
お
り
「
く
ら
じ

の
郷
福
祉
棟
入
館
回
数
券
」
の

払
い
戻
し
を
行
っ
て
い
ま
す
。

払
い
戻
し
の
期
限
は
平
成
31

年
３
月
29
日
ま
で
と
な
っ
て
い

ま
す
の
で
、
回
数
券
を
持
っ
て

い
る
人
は
、
期
限
内
に
払
い
戻

し
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

●
払
い
戻
し
期
限　

平
成
31

年
３
月
29
日
（
金
）。
受
付

時
間
は
午
前
８
時
30
分
か

ら
午
後
５
時
15
分
ま
で（
土・

日
・
祝
・
年
末
年
始
は
除
く
）

●
と
こ
ろ　

く
ら
じ
の
郷
管

理
棟
事
務
室

●
払
い
戻
し
金
額　

12
枚
つ

づ
り
の
回
数
券
使
用
料
を

12
で
割
っ
た
額
に
、
払
い

戻
し
を
す
る
回
数
券
の
枚

数
を
掛
け
た
額
（
１
円
未

満
は
切
り
上
げ
ま
す
）

●
問
い
合
わ
せ　

鞍
手
町
社

会
福
祉
協
議
会
☎
４
２
局

７
８
０
０
番
ま
で

中
学
校
冬
休
み
期
間
中
は

す
ま
い
る
バ
ス
が

一
部
運
休
し
ま
す

鞍
手
中
学
校
の
冬
休
み
期

間
中
は
、
す
ま
い
る
バ
ス
の

ダ
イ
ヤ
が
次
の
と
お
り
変
更

に
な
り
ま
す
。

●
期
間　

12
月
22
日
（
土
）

か
ら
１
月
７
日
（
月
）
ま
で

●
変
更
内
容　

鞍
手
町
バ
ス

が
い
ど
（
平
成
30
年
４
月

改
訂
版
）
の
す
ま
い
る
バ
ス

時
刻
表
の
う
ち
、
運
行
区

分
Ｂ
が
運
休
に
な
り
ま
す

●
運
行
区
分
Ｂ　

▽
み
や
わ

か
線
（
宮
田
病
院
前
～
鞍

手
駅
）
往
路
２
便
・
４
便
、

復
路
８
便
▽
倉
坂
線
（
古

門
栄
町
～
鞍
手
駅
）
往
路

７
便
、
復
路
７
便
▽
泉
水

線
（
グ
ロ
ー
バ
ル
ア
リ
ー

ナ
～
鞍
手
駅
）
往
路
６
便
、

復
路
６
便

●�

問
い
合
わ
せ　

役
場
地
域
振

興
課
ま
ち
づ
く
り
係
ま
で

運
転
免
許
証
の

自
主
返
納
者
を

支
援
し
ま
す

町では高齢者の移動方法を支援し、交通事故
の減少を目指すことを目的として、町内在住で
すべての運転免許証を自主返納した 70歳以上
の人を対象に「コミュニティバス等の乗車券」
または「タクシー乗車券」のどちらか１つを交
付します。
●対象者　次の要件をすべて満たす人が対象
です。①町内に住んでいる人（町の住民基
本台帳に記載されている人）②満 70 歳以上
の人で運転免許証を有効期限内に自主返納
した人　※免許証の有効期限切れによる失
効は対象外です

●助成内容　次の①か②のどちらかを１人に
つき１回まで交付します。①町のコミュニ
ティバス等の回数乗車券（100 円券 12 枚つ
づり）20 冊②タクシーで利用できる回数乗
車券（500 円券 10 枚つづり）４冊　※ただ
し利用できるタクシー会社は直鞍旅客自動
車協同組合に加入しているタクシー会社に
限ります

●申請に必要なもの　警察署や運転免許セン
ターで交付された「申請による運転免許の
取消通知書」の写し、印かん

●申込期間　免許証を自主返納した日（取消
通知書の取消日）から起算して１年間

●申し込み・問い合わせ　役場総務課庶務管
財係まで

満70歳以上の人が対象です

お
知
ら
せ



定
住
促
進
奨
励
金
は

未
納
の
税
金
等
が
あ
る
と

交
付
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん

定
住
促
進
奨
励
金
は
、
申

請
者
及
び
同
居
の
世
帯
員
に

町
に
納
め
て
い
た
だ
く
税
金

等
（
※
）
の
未
納
が
あ
る
と

交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。
定
住
促
進
奨
励
金

を
申
請
し
た
人
は
、
納
め
忘

れ
が
な
い
か
今
一
度
ご
確
認

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
期
限
が

来
て
い
な
い
税
金
等
に
つ
い

て
も
必
ず
期
限
内
で
の
納
付

を
お
願
い
し
ま
す
。

※
「
税
金
等
」
と
は
、
税
金
、

保
育
料
、
給
食
費
、
水
道
料

金
な
ど
、
町
に
納
め
て
い
た

だ
く
す
べ
て
の
お
金
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
地
域

振
興
課
ま
ち
づ
く
り
係
ま
で

求
む
。
平
和
を
愛
す
る
人

自
衛
官
候
補
生
等
の

採
用
試
験
を
行
い
ま
す

自
衛
隊
飯
塚
地
域
事
務
所

で
は
、
次
の
と
お
り
自
衛
官

候
補
生
及
び
陸
上
自
衛
隊
高

等
工
科
学
校
生
徒
の
採
用
試

験
を
行
い
ま
す
。

●
自
衛
官
候
補
生　

▽
試
験

期
日
＝
平
成
31
年
１
月
20

日
（
日
）、
21
日
（
月
）
の

う
ち
指
定
す
る
１
日
▽
試

験
会
場
＝
陸
上
自
衛
隊
小

倉
駐
屯
地
▽
受
験
資
格
＝

18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
人

▽
申
込
期
限
＝
平
成
31
年

１
月
11
日
（
金
）

●
高
等
工
科
学
校
生
徒　

▽

試
験
期
日
＝
平
成
31
年
１

月
19
日
（
土
）
▽
試
験
会

場
＝
陸
上
自
衛
隊
小
倉
駐

屯
地
及
び
飯
塚
研
究
開
発

セ
ン
タ
ー
（
予
定
）
▽
受

験
資
格
＝
中
卒
（
見
込
含

む
）
で
17
歳
未
満
の
男
子

▽
申
込
期
限
＝
平
成
31
年

１
月
７
日
（
月
）

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

詳
し
く
は
自
衛
隊
飯
塚
地

域
事
務
所
☎
（
０
９
４
８
）

２
２
局
４
８
４
７
番
ま
で

改
製
原
戸
籍
の
附
票
写
し

発
行
終
了
の
お
知
ら
せ

町
で
は
、
改
製
原
戸
籍
附

票
に
つ
い
て
、
住
民
基
本
台
帳

法
施
行
令
に
よ
る
保
存
期
間

満
了
に
伴
い
、
平
成
30
年
12

月
28
日
（
金
）
を
も
っ
て
写
し

の
発
行
を
終
了
し
ま
す
。
必

要
な
人
は
お
早
め
に
ご
請
求

く
だ
さ
い
。
発
行
終
了
後
は
、

代
わ
り
に
保
存
が
な
い
こ
と

の
証
明
を
発
行
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
税
務

住
民
課
住
民
係
ま
で

お
正
月
は

海
の
道
む
な
か
た
館
へ
！

海
の
道
む
な
か
た
館
は
元
旦

か
ら
開
館
。
昔
な
が
ら
の
正
月

の
遊
び
や
伝
統
行
事
、
世
界
遺

産
・
歴
史
な
ど
楽
し
く
学
べ
る

イ
ベ
ン
ト
盛
り
だ
く
さ
ん
！

正
月
三
が
日
は
、
ぜ
ひ
海
の
道

む
な
か
た
館
へ
。

●
と
き　

平
成
31
年
１
月
１

日
（
火
・
祝
）
か
ら
３
日

（
木
）
ま
で
の
午
前
９
時
か

ら
午
後
５
時
ま
で

●
内
容　
（
特
別
展
）
漫
画
×

考
古
学
「
宗
像
教
授
帰
省

録
」、
沖
ノ
島
Ｖ
Ｒ
、
古
墳

時
代
の
“
亥
”
展
示
、
西

谷
館
長
の
正
月
講
座
、
絵

馬
づ
く
り
な
ど
。
詳
し

く
は
同
館
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（http://searoad.city.

m
unakata.lg.jp

）
で
ご
確

認
く
だ
さ
い

●
問
い
合
わ
せ　

海
の
道
む

な
か
た
館
☎
（
０
９
４
０
）

６
２
局
２
６
０
０
番
ま
で

障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

訓
練
生
募
集
の
お
知
ら
せ

福
岡
障
害
者
職
業
能
力
開

発
校
で
は
、
次
の
と
お
り
平
成

31
年
度
の
訓
練
生
（
４
月
入

校
）
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

●
募
集
科
目　

①
機
械
Ｃ
Ａ

Ｄ
科
②
プ
ロ
グ
ラ
ム
設
計

科
③
商
業
デ
ザ
イ
ン
科
④

Ｏ
Ａ
事
務
科
⑤
建
築
設
計

科
⑥
流
通
ビ
ジ
ネ
ス
科
⑦

総
合
実
務
科

●
訓
練
期
間　

１
年
間
（
②

の
み
２
年
間
）

●
訓
練
定
員　

各
20
人
（
⑥

の
み
30
人
）

●
申
込
期
限　

平
成
31
年
１

月
24
日
（
木
）

●
問
い
合
わ
せ　

申
込
方
法

な
ど
詳
し
く
は
、
福
岡
障

害
者
職
業
能
力
開
発
校

☎
（
０
９
３
）
７
４
１
局

５
４
３
１
番
ま
で

県
営
住
宅
の

入
居
者
を
募
集
し
ま
す

福
岡
県
住
宅
供
給
公
社
で

は
次
の
と
お
り
、
県
営
住
宅

の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。

な
お
、
今
回
の
募
集
で
は
新

2018.12−16
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セレモニー・ホール

鞍心館
◆信頼・・・３５年以上のの経験！
◆真心・・・心のこもったお葬儀を！
◆安心・・・無理のないプランを！あん　　しん　　かん

鞍手町小牧2084-1（旧ダイヤブック）

（有）花六葬儀社
問合せ先

鞍手町大字中山3024-42（昭和通り）

0 1 2 0 - 4 1 - 8 7 6 9

※入会金（1万円）のみの
　　　　　　『鞍心会員』募集中！！

セレモニー・ホール

鞍心館
◆信頼・・・３５年以上のの経験！
◆真心・・・心のこもったお葬儀を！
◆安心・・・無理のないプランを！あん　　しん　　かん

鞍手町小牧2084-1（旧ダイヤブック）

（有）花六葬儀社
問合せ先

鞍手町大字中山3024-42（昭和通り）

0 1 2 0 - 4 1 - 8 7 6 9

※入会金（1万円）のみの
　　　　　　『鞍心会員』募集中！！

40

「野外焼却」とは、法律に定められた方法に
従わずに廃棄物の焼却をすることです。野外
焼却は廃棄物処理法により禁止されており、
野外焼却を行った人には、５年以下の懲役ま
たは 1,000 万円以下の罰金が科せられます。
また、野外焼却の未遂や、野外焼却を行う目
的で廃棄物の収集または運搬をした人にも同
様の罰則が適用されます。

次のうち公益上もしくは社会の習慣上やむ
を得ないまたは周辺地域の生活環境に与える
影響が軽微である場合に限り、例外規定が適
用されます。
①国・地方公共団体がその施設の管理を行うた
めに必要な廃棄物の焼却（例：河川敷の草焼き）
②震災、風水害、火災、凍霜害そのほかの災
害の予防、応急対策または復旧のために必
要な廃棄物の焼却（例：災害等の応急対策）
③風俗習慣上または宗教上の行事を行うため
に必要な廃棄物の焼却（例：正月のしめ縄、
門松等をたく行事）
④農業、林業または漁業を営むためにやむを
得ないものとして行われる廃棄物の焼却
（例：焼き畑、畔の草及び下枝の焼却）
⑤たき火そのほか日常生活を営む上で通常行
われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
（例：落ち葉焚き、キャンプファイヤー）

５年以下の懲役等、罰則規定があります

野外焼却禁止の罰則の例外規定

野外焼却は法律で
　　　禁止されています



た
に
子
育
て
世
帯
向
け
に
リ

フ
ォ
ー
ム
し
た
住
戸
の
募
集

も
行
い
、
12
月
７
日
（
金
）

か
ら
９
日
（
日
）
に
内
覧
会

を
行
う
予
定
で
す
。

●
募
集
案
内
書
配
布
期
間
及

び
申
込
受
付
期
間　

12
月

17
日（
月
）か
ら
26
日（
水
）

ま
で

●
募
集
案
内
配
布
場
所　

福

岡
県
住
宅
供
給
公
社
筑
豊

管
理
事
務
所
直
方
出
張
所
、

役
場
建
設
課
な
ど

●
問
い
合
わ
せ　

福
岡
県
住

宅
供
給
公
社
県
営
住
宅
管

理
部
管
理
課
☎
（
０
９
２
）

７
８
１
局
８
０
２
９
番
ま
で

町
営
住
宅
の

入
居
者
を
募
集
し
ま
す

町
で
は
、
六
反
田
団
地
改

良
住
宅
の
入
居
者
を
募
集
し

ま
す
。
町
営
住
宅
入
居
者
募

集
案
内
書
（
抽
選
方
式
）
は
、

役
場
建
設
課
建
築
係
に
て
配

布
し
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
募
集
案
内
書
配
布
期
間
及

び
申
込
受
付
期
間　

12
月

11
日
（
火
）
か
ら
12
月
25

日
（
火
）
ま
で
。
時
間
は

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後

５
時
15
分
ま
で
（
土
・
日
・

祝
日
・
振
休
は
除
く
）

●
募
集
住
宅　

六
反
田
団
地

改
良
住
宅
（
大
字
新
延
１

６
０
７
番
地
１
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
建
設

課
建
築
係
ま
で

給
水
装
置
の
指
定
工
事

事
業
者
を
追
加
し
ま
し
た

水
道
管
の
新
設
や
増
設
な

ど
給
水
装
置
の
工
事
を
行
う
事

業
者
に
、
申
請
の
あ
っ
た
次
の

３
社
を
追
加
指
定
し
ま
し
た
。

水
道
工
事
は
町
が
指
定
し
た
工

事
事
業
者
し
か
で
き
ま
せ
ん
。

●
株
式
会
社
ア
ク
エ
ア
ー　

▽
住
所
＝
福
岡
市
東
区
松

島
三
丁
目
１
４
番
６
号
オ

フ
ィ
ス
パ
レ
ア
松
島
Ⅰ

－

Ｂ

－

１
▽
電
話
＝（
０
９
２
）

２
６
０
局
７
２
９
８
番

●
マ
ル
モ
工
業　

▽
住
所
＝

北
九
州
市
八
幡
西
区
香
月

中
央
２
丁
目
１
０
番
３
１

号
▽
電
話
＝
（
０
９
３
）

６
１
８
局
３
２
０
２
番

●
山
和
株
式
会
社　

▽
住
所

＝
北
九
州
市
小
倉
北
区
足

原
２
丁
目
５
番
３
３
号
▽

電
話
＝
（
０
９
３
）
９
２

１
局
５
８
８
８
番

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
上
下
水

道
課
上
水
道
庶
務
係
ま
で

ご
み
の
不
法
投
棄
、

ポ
イ
捨
て
は
犯
罪
で
す

不
法
投
棄
と
は
、
廃
棄
物

を
適
正
に
処
理
せ
ず
道
路
や

空
き
地
等
に
捨
て
る
行
為
で

す
。空
き
缶
、ガ
ム
の
包
み
紙
、

た
ば
こ
の
吸
い
殻
な
ど
軽
微

な
ご
み
の
ポ
イ
捨
て
も
不
法

投
棄
に
な
り
ま
す
。

町
内
で
も
夜
間
、
人
目
に

つ
き
に
く
い
場
所
や
道
路
沿

い
、
荒
廃
地
な
ど
に
不
法
投

棄
、
ポ
イ
捨
て
が
発
生
し
て

い
ま
す
。
町
で
は
、
啓
発
看

板
の
設
置
や
警
察
と
連
携
し

て
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
う
な
ど

不
法
投
棄
の
防
止
に
努
め
て

い
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
農
政

環
境
課
生
活
環
境
係
ま
で

Ｊ
Ｒ
新
飯
塚
駅
前
が

ク
リ
ス
マ
ス
マ
ー
ケ
ッ
ト

で
輝
き
ま
す

ク
リ
ス
マ
ス
マ
ー
ケ
ッ
ト

実
行
委
員
会
で
は
、
次
の
と

お
り
「
２
０
１
８
ク
リ
ス
マ

ス
マ
ー
ケ
ッ
ト
ｉ
ｎ
飯
塚
」

を
行
い
ま
す
。
ド
イ
ツ
ビ
ー

ル
、
ホ
ッ
ト
ワ
イ
ン
、
ソ
ー

セ
ー
ジ
や
ピ
ザ
な
ど
の
飲
食

は
も
ち
ろ
ん
、
雑
貨
販
売
や

占
い
な
ど
毎
日
来
て
も
飽
き

な
い
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
足
を
お
運
び
く

だ
さ
い
。

●
と
き　

12
月
14
日
（
金
）

か
ら
25
日
（
火
）
ま
で
。

時
間
は
、
平
日
午
前
11
時

か
ら
午
後
10
時
ま
で
、
土

日
祝
日
午
前
10
時
か
ら
午

後
10
時
30
分
ま
で

●
と
こ
ろ　
Ｊ
Ｒ
新
飯
塚
駅
前

●
問
い
合
わ
せ　

ク
リ
ス
マ
ス

マ
ー
ケ
ッ
ト
実
行
委
員
会
☎

３
２
局
８
７
０
９
番
ま
で

使
用
者
も
労
働
者
も

必
ず
確
認
、
最
低
賃
金

福
岡
県
の
最
低
賃
金
は
１
時

間
あ
た
り
８
１
４
円
で
す
。
県

内
の
事
業
主
は
最
低
賃
金
以
上

の
賃
金
を
労
働
者
に
支
払
わ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

●
問
い
合
わ
せ　

福
岡
労
働

局
労
働
基
準
部
賃
金
室
☎

（
０
９
２
）
４
１
１
局
４
５

７
８
番
ま
で
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広報くらてに広告を掲載しませんか。
◉掲載料（１か月あたり）
▶全一段（縦 43㎜×横 187㎜）…１万円
▶半一段（縦 43㎜×横 91㎜）…５千円
◉申し込み期限　発行日（毎月１日）の40日前まで
◉掲載の可否　事前審査により決定
◉申し込み・問い合わせ　役場政策推進課政策係まで

募集します!!

町では、次のとおり２つの町立保育所と２つの
私立保育園の平成31年度入所受付を行います。
なお、西川第一保育所は平成30年度をもって閉
所するため、平成31年度の募集はありません。
●とき　１月４日（金）から31日（木）まで。
時間は午前８時30分から午後５時15分まで
（ただし木曜日は午後７時まで（役場のみ））
●申込書配布・提出場所　▷新規入所＝役場
福祉人権課児童人権係▷継続入所・継続児
の弟妹の入所＝入所中の各保育所（園）

●入所条件　保護者が仕事をしている、母親
が妊娠中または出産から間もない、同居親
族（長期入院等している親族含む）を常時
介護または看護しているなどの理由で、日
中保育ができない家庭の児童

●対象者　▷町立保育所＝生後４か月から小
学校入学前までの児童▷私立保育園＝生後
８週から小学校入学前までの児童

●保育料　保護者が負担する税額によって異
なります

●問い合わせ　役場福祉人権課児童人権係まで

町立保育所、
私立保育園の
入所受付が始まります

役場、各保育所（園）で受け付けます

白石塾
お気軽にお問い合わせください。
個々の能力を最大限にのばします。

0949-42-7142

高 校 受 験

伝統と実績 SINCE 1970 3,580 名の卒塾生に支えられ 48 年
【冬期講習概要】【平常授業概要】 期間：12月24日 ～ １月７日

①個別授業と一斉授業の両立
②中１から入試５科目
③部活対応（授業開始 PM7:30）

特
色
学 年 科 目 曜 日 授業時間 受 講 料

小５・６ 国・算 月・水 17:00~18:00 7,000 円
中１・２ 国・数・社・理・英 月・水・金 19:30~22:00 17,000円

中３ 国・数・社・理・英 火・木・土 19:00~22:00 22,000円

入試までの最短コース！

学 年 科 目 日 数 時 間 受 講 料
中学１年 英・数・（国・理・社） ８日間 19:00~22:00 14,000円

中学２年 英・数・（国・理・社） ８日間 19:00~22:00 14,000円

中学３年 国・数・社・理・英 10日間   9:00~15:00 28,000円

１月４日
　　  から



国
民
健
康
保
険
か
ら

社
会
保
険
へ
加
入

14
日
以
内
に
必
ず
届
出
を

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
世
帯
の
全
員
、
ま
た

は
そ
の
一
部
の
人
に
異
動
が

あ
っ
た
場
合
、
14
日
以
内
に

役
場
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

届
け
出
を
忘
れ
た
り
、
遅
れ

た
り
す
る
と
後
で
医
療
費
を

返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
国
保
年
金
係
ま
で

国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん

交
通
事
故
な
ど
で

け
が
を
し
た
と
き
は

必
ず
届
出
を

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者

で
交
通
事
故
や
け
ん
か
な
ど

第
三
者
行
為
に
よ
っ
て
け
が

を
し
た
場
合
は
、
す
ぐ
に
警

察
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

そ
の
後
、
国
民
健
康
保
険
を

使
っ
て
診
療
を
受
け
る
場
合

は
、
必
ず
役
場
へ
届
け
出
て

く
だ
さ
い
。
届
出
が
な
い
ま

ま
診
療
を
受
け
よ
う
と
し
た

場
合
、「
国
保
が
使
え
ま
せ
ん
」

と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
国
保
年
金
係
ま
で

後
期
高
齢
者
医
療
の

保
険
証
を
送
付
し
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
は
、
75

歳
以
上
の
人
が
対
象
と
な
る

医
療
保
険
制
度
で
す
。
75
歳

の
誕
生
日
以
降
は
、
現
在
加

入
し
て
い
る
医
療
保
険
に
か

か
わ
ら
ず
、
後
期
高
齢
者
医

療
へ
加
入
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
１
月
に
75
歳
に
な
る

人
（
昭
和
19
年
１
月
１
日
か

ら
１
月
31
日
ま
で
に
生
ま
れ

た
人
）
に
は
、
12
月
中
旬
に

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
証
を

簡
易
書
留
で
郵
送
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
公
費
医
療
係
ま
で

後
期
高
齢
者
医
療
に

加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん

入
院
す
る
と
き
や

高
額
な
外
来
診
療
は

前
も
っ
て
手
続
き
を

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
し
て
い
る
人
で
、
世
帯

員
全
員
が
住
民
税
非
課
税
の

場
合
、
入
院
し
た
と
き
の
食

事
代
や
入
院
、
外
来
診
療
で

の
窓
口
負
担
額
が
自
己
負
担

限
度
額
ま
で
で
済
む
限
度
額

適
用
認
定
証
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
を
発
行
し
ま
す
。

ま
た
、
窓
口
負
担
が
３
割

で
、
課
税
所
得
が
６
９
０
万

円
未
満
の
被
保
険
者
が
い
る

場
合
に
は
限
度
額
適
用
認
定

証
を
発
行
し
ま
す
。
こ
の
認

定
証
は
、
申
請
し
た
月
の
１

日
か
ら
し
か
使
え
ま
せ
ん
の

で
、
入
院
ま
た
は
高
額
な
外

来
診
療
が
決
ま
っ
た
と
き
は

前
も
っ
て
交
付
の
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。
す
で
に
認

定
証
を
持
っ
て
い
る
場
合
は
、

記
載
さ
れ
て
い
る
有
効
期
限

ま
で
外
来
診
療
に
も
使
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。

●
申
請
場
所　

役
場
保
険
健

康
課
公
費
医
療
係
窓
口

●
申
請
に
必
要
な
も
の　

後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保

険
証
・
印
か
ん

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
公
費
医
療
係
ま
で

75
歳
に
な
る
前
に

後
期
高
齢
者
医
療
に

加
入
で
き
ま
す

一
定
の
障
が
い
が
あ
る
65

歳
以
上
74
歳
以
下
の
人
は
、

申
請
す
る
と
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
加
入
で
き
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被

保
険
者
に
な
る
か
な
ら
な
い

か
に
よ
り
、
加
入
す
る
医
療

保
険
、
保
険
料
、
一
部
負
担

割
合
な
ど
が
異
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
公
費
医
療
係
ま
で

介
護
保
険
証
を

交
付
し
ま
す

１
月
に
65
歳
を
迎
え
る
人

（
昭
和
29
年
１
月
２
日
か
ら
２

月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
）

に
介
護
保
険
証
を
次
の
と
お

り
交
付
し
ま
す
。
将
来
介
護

が
必
要
に
な
っ
た
と
き
や
介

護
認
定
の
申
請
の
と
き
に
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
大
切
に

保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

●
交
付
す
る
日　

12
月
26
日

（
水
）、
27
日
（
木
）
の
午

前
８
時
30
分
か
ら
午
後
５

時
15
分
ま
で
（
木
曜
日
は

午
後
７
時
ま
で
）

●
と
こ
ろ　

役
場
福
祉
人
権

課
高
齢
者
支
援
係
窓
口
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のおがた警察署だより

町内の
交通事故
発生状況

【10 月中】 【累　計】
件 数 6件（－11） 件 数 266件（－ 7）

死 者 00人（±10） 死 者 222人（＋11）

傷 者 8人（±10） 傷 者 85人（－ 8）

お住まいの地区の犯罪発生状況は、県警
のホームページで校区別の詳しい情報を
確認できます。

福岡県警察 検索

直方警察署の最新情報はこちらから

http://www.police.pref.fukuoka.jp/
直方警察署　☎２２局０１１０番まで

直方警察署管内での犯罪発生状況
【10 月中】 【累 計】

刑法犯総数 62 件（－26） 刑法犯総数 791 件（－ 32）

車上ねらい 0 件（－ 2） 車上ねらい 14 件（－ 24）

自転車盗難 10 件（＋ 2） 自転車盗難 72 件（－ 14）

空き巣 1 件（－ 3） 空き巣 50 件（－ 16）

生活安全課からのお知らせ

　 休日の夜間の体調不良は
急患センターへ

●問い合わせ　直鞍急患センター
☎２８局２８４０番まで

診療日 診療科目
土曜・日曜・祝日

午後６時から11時まで
小児科
内　科

第２、第４日曜
午前９時から午後６時まで 小児科

（かっこ内は前年比）

●とき　平成31年１月
９日（水）午前10時
から午後４時まで（受
付は午後３時まで）

●ところ　ハピネスなかま（中間市通谷）
●問い合わせ　福岡県交通事故相談所
　☎（０９２）６４３局３１６８番まで

巡回
交通事故

相談

診療時間は、午前９時から午後５時までで
す。休日在宅医は、変更になることもあり
ますので、事前に電話でご確認ください。

休日
在宅医

直方鞍手医師会ホームページよりご確認
いただけます。
http://chokuan-medical.jp/
touchoku/touchoku.cgi



●
必
要
な
も
の　

交
付
案
内

の
通
知
書
類
、
印
か
ん
、

取
り
に
来
る
人
の
身
分
証

明
書
（
運
転
免
許
証
等
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
福
祉

人
権
課
高
齢
者
支
援
係
ま
で

障
害
者
週
間
に

お
い
で
な
祭
を
行
い
ま
す

毎
年
12
月
３
日
か
ら
９
日

は
「
障
害
者
週
間
」
で
す
。

町
で
は
、
今
後
も
障
が
い
者

の
福
祉
に
つ
い
て
の
関
心
と

理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、

障
が
い
の
あ
る
人
が
社
会
、

経
済
、
文
化
そ
の
ほ
か
あ
ら

ゆ
る
分
野
の
活
動
に
積
極
的

に
参
加
す
る
意
欲
を
高
め
る

よ
う
な
取
り
組
み
を
行
っ
て

い
き
ま
す
。

障
害
者
週
間
の
期
間
中
に

は
、
直
方
市
商
店
街
で
開
催

さ
れ
る
直
方
五
日
市
に
お
い

て
、
お
い
で
な
祭
（
さ
い
）
を

行
い
ま
す
。
お
い
で
な
祭
で

は
、
直
鞍
地
域
の
障
が
い
福

祉
事
業
所
の
利
用
者
が
作
っ

た
商
品
（
お
菓
子
、
野
菜
類
、

雑
貨
等
）
の
販
売
や
作
品
の

展
示
を
行
い
ま
す
。
皆
さ
ん
、

ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

●
と
き　

12
月
５
日
（
水
）

午
前
９
時
30
分
か
ら
午
後

２
時
ま
で

●
と
こ
ろ　

名
も
な
き
・
ぎ
ゃ

ら
り
ぃ
（
直
方
市
殿
町
２

番
１
３
号　

旧
直
方
家
具
）

●
問
い
合
わ
せ　

直
鞍
地
区

障
が
い
者
基
幹
相
談
支
援

セ
ン
タ
ー
か
の
ん
☎
２
４

局
１
５
５
１
番
ま
で

後
期
高
齢
者
医
療

平
成
30
年
度
歯
科
検
診
は

今
年
中
に
受
け
ま
し
ょ
う

福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
で
は
、
後
期
高
齢

者
の
口
腔
機
能
低
下
や
肺
炎

等
の
疾
病
を
予
防
す
る
た
め
、

平
成
30
年
６
月
か
ら
歯
科
検

診
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
平

成
30
年
度
の
受
診
期
限
は
平

成
30
年
12
月
ま
で
で
す
。
ま

だ
受
診
し
て
い
な
い
人
は
、

お
早
め
に
ご
予
約
の
う
え
、

受
診
券
を
持
っ
て
受
診
し
ま

し
ょ
う
。
受
診
券
は
５
月
に

発
送
し
て
い
ま
す
。
受
診
券

を
持
っ
て
い
な
い
人
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
対
象
者　

平
成
30
年
度
に

76
歳
に
な
る
被
保
険
者
（
昭

和
17
年
４
月
１
日
か
ら
昭

和
18
年
３
月
31
日
ま
で
に

生
ま
れ
た
人
）。
た
だ
し
、

長
期
入
院
の
人
や
施
設
入

所
の
人
等
は
除
き
ま
す
。

77
歳
以
上
に
な
る
人
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

●
受
診
期
限　

12
月
31
日

（
月
）

●
受
診
方
法　

実
施
医
療
機

関
に
予
約
し
、
受
診
し
て

く
だ
さ
い
（
実
施
医
療
機

関
は
受
診
券
と
同
封
の
文

書
に
記
載
し
て
い
ま
す
）

●
受
診
時
に
持
参
す
る
も
の

受
診
券
、
質
問
票
、
被
保

険
者
証
、
受
診
料
３
０
０
円

●
問
い
合
わ
せ　

福
岡
県
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
（
０
９
２
）
６
５
１
局

３
１
１
１
番
ま
で

ク
リ
ス
マ
ス
イ
ブ
は

第
九
で

ハ
ー
ト
ト
ゥ
ハ
ー
ト
第
九

コ
ン
サ
ー
ト
を
行
い
ま
す
。

恒
例
の
第
九
の
演
奏
・
合
唱

の
ほ
か
第
１
部
の
オ
ー
プ
ニ

ン
グ
で
は
鞍
手
町
の
六
嶽
神

楽
が
登
場
し
ま
す
。

●
と
き　

12
月
24
日
（
月
・

振
休
）
午
後
１
時
開
場
、

午
後
２
時
開
演

●
と
こ
ろ　

ユ
メ
ニ
テ
ィ
の

お
が
た
大
ホ
ー
ル

●
問
い
合
わ
せ　

第
九
ｉ
ｎ

み
や
わ
か
実
行
委
員
会
☎

（
０
９
０
）
１
１
４
３
局

２
５
９
５
番
ま
で
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愛の
贈
り
も
の

寒さが厳しくなると水道管が凍結し、破
裂する恐れがあります。露出した水道管に
は、図１のように寝る前に糸が引く程度に
水を流したままにする、保温チューブを巻
くなどして凍結を予防しましょう。また、
メーターボックス内の凍結予防には、図２
のように布やビニール袋に新聞紙を丸めた
ものを詰めるのが効果的です。
水道管が凍って水が出なくなった場合

は、ぬるま湯をゆっくりかけて溶かしてく
ださい。熱湯をかけると、破損してしまう
恐れがありますので、ご注意ください。
●問い合わせ　役場上下水道課上水道工
務係まで

凍結した水道管に熱湯は「厳禁�」

水道管の凍結に
備えましょう

（図１） （図２） 年末年始期間は、ごみとし尿の収集日
が次のとおり変わります。お間違えのな
いようご注意ください。
●固形燃料用（燃える）ごみ　▷月・木
曜日の収集地区＝１月３日（木）の収
集はありません▷火・金曜日の収集地
区＝１月１日（火）の収集はありません

●燃えないごみ・粗大ごみ　▷西川・古
月地区＝１月２日（水）の収集を 12
月 22日（土）に変更します

●ビン・カン類　全地区変更ありません
●ペットボトル　全地区変更ありません
●し尿　▷剣・古月地区＝12月29日（土）
の午後から１月３日（木）までお休み
します▷西川地区＝12月 29日（土）
から１月３日（木）までお休みします
※来客が多く汲み取りが心配される場
　合は事前に業者にご相談ください

●問い合わせ　役場農政環境課生活環
境係まで

収集日をお間違いなく�

年
末
年
始
は

ご
み
と

し
尿
の

収
集
日
が

変
わ
り
ま
す


